
 
 
 
 
 
 ガス料金は、原料の価格変動を適切に反映させる原料費調整制度により毎月調整をおこなっています。 
 

｜原料費調整制度とは 

 都市ガスの原料であるＬＮＧ（液化天然ガス）やＬＰＧ（液化石油ガス）の価格は、原油価格や為
替レートの動きに応じて変動します。 
原料費調整制度は、こうした原料価格の変動を適切にガス料金に反映させる制度です。 

 

｜ガス料金へ反映する仕組み 

5～3 か月前の 3 か月間のＬＮＧ・ＬＰＧ輸入価格（貿易統計値）より算定した平均原料価格が、基
準平均原料価格を上回りまたは下回る場合に、その変動幅に応じて毎月、従量料金単価 1 ㎥あたり
の単価を調整します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

｜従量料金単価の調整額 

①基準平均原料価格（85,700 円／トン）と平均原料価格の差額 100 円につき、1 ㎥あたり、0.084
円（税抜き）調整します。 

②各月の調整額の詳細は、プレスリリースでお知らせします。 
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